
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年４月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年１月２２日 ２２時０７分ごろ 

発生場所 関門港下関区 

彦
ひこ

島
しま

導灯（前灯）から真方位０３６°１,０２０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５６.３′ 東経１３０°５６.０′） 

事故の概要 貨物船聖
しょう

嶺
れい

は、旋回中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年１月２３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 聖嶺、７４９トン 

１４２６５４、聖朋海運株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラに曲損、船尾部船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか４人が乗り組み、残土約２,３００ｔを積載し、

船長が単独で操船に当たり、長崎県平戸市平戸港に向けて関門港下関

区第１突堤１２号岸壁を離れた。 

本船は、船長が、離岸時に関門航路を西航しているコンテナ船を認

め、同船の後方に付いて関門航路に入航するつもりで同航路に向かっ

ていたところ、同船に接近する態勢となった。 

船長は、本船とコンテナ船との距離を十分に離してから航路に入航

することとしたが、本船を減速又は停止させるより、旋回させる間に

コンテナ船の通過を待つ方が速力を落とさずに航路に入航して早く目

的地に向かえると思い、右舵一杯を取った。 

本船は、巌流
がんりゅう

島
じま

北方沖で右旋回していたところ、同島北西方約 

４００ｍの浅所（水深約１.９ｍ）に乗り揚げた。 

本船の喫水は、船首約４.１ｍ、船尾約５.６ｍであった。 

巌流島北西方沖には、コシキ瀬と称する暗岩が存在し、同瀬の周囲

が水深５ｍ以下の浅所域となっていて北側にコシキ瀬北東灯浮標、西

側にコシキ瀬北西灯浮標（いずれも北方位標識）がそれぞれ設置され

ていた。 

船長は、コシキ瀬付近の水深が浅いことを知っていた。 

分析 本船は、関門港下関区を航行中、船長がコンテナ船との距離を十分

に離してから関門航路に入航しようとして巌流島北西方沖の浅所域付

近で旋回したことから、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 



 

原因 本事故は、夜間、本船が、関門港下関区を航行中、船長がコンテナ

船との距離を十分に離してから関門航路に入航しようとして巌流島北

西方沖の浅所域付近で旋回したため、浅所に乗り揚げたものと考えら

れる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・可航水域の広さに余裕がない場所では、旋回しないこと。 

・旋回させる際は、浅所の場所を考慮すること。  


